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１ 概要 

 本市では、支払い手段の多様化による市民利便性の向上と、現金取扱い業務の効率化を図ること

を目的として、令和３年１０月より戸籍・住民票等や税証明の発行にかかる手数料収納に対して、

クレジットカードや電子マネー等によるキャッシュレス決済を導入してきた。その後も、キャッシ

ュレス決済を利用できる施設や窓口の拡大に取り組んできたところである。 

一方で、現在使用しているキャッシュレス決済端末については、賃貸借契約の満了が近づいてい

ることに加え、現行機器の供給体制が今後縮小する見込みであることから、引き続き安定したサー

ビス提供を行うべく、機器の更新を実施するものである。 

本業務については、表１に示す５つの業務から構成され、契約については本単位でそれぞれ締結

することを想定している。また、本企画提案については、単独の法人又は任意に結成された２者以

上の共同事業体による参加を可能とするが、共同事業体が選定された場合は、共同事業体の構成団

体それぞれと、担当する業務に係る契約を締結することを想定している。 

 

２ 件名 

窓口におけるキャッシュレス決済業務 

 

３ 契約期間 

表１のとおり 

 

４ 履行場所 

川崎市内 

 

５ 業務内容 

別添仕様書のとおり 

 

６ 参加資格 

 本企画提案に参加することができる者は、単独の法人又は任意に結成された２者以上の共同事業

体によるものとし、次の要件をすべて満たす必要があります。 

 ただし、単独の法人として参加する場合は、別に参加する共同事業体の構成団体となることはで

きず、また共同事業体として参加する場合においても、共同事業体の構成団体が別の共同事業体の

構成団体となることはできません。なお、参加意向申出書（様式１）の提出以降は、共同事業体の構

成団体の変更は原則として認められません。 

 

 (1) 単独の法人が参加する場合 

  ア 川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でないこと。 

  イ 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期間中でないこと。 

  ウ 令和７・８年度業務委託有資格業者名簿及び製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿に、

表１に示す業種・種目すべてに登載されているか、企画提案会当日までに登載見込みである
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こと。 

  エ 過去２年間に本市又はその他の官公庁における類似の契約の実績があること。 

 

 (2) 共同事業体が参加する場合 

  ア すべての構成団体について、川崎市契約規則第２条の規定に基づく資格停止期間中でない

こと。 

  イ すべての構成団体について、川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による指名停止期

間中でないこと。 

  ウ すべての構成団体について、令和７・８年度業務委託有資格業者名簿又は製造の請負・物

件の供給等有資格業者名簿に登載されており、構成員全体で、表１に示す業種・種目すべてに

登載されているか、企画提案会当日までに登載見込みであること。 

  エ 構成員全体で、表１に示す５業務について、過去２年間に本市又はその他の官公庁におけ

る類似の契約の実績があること。 

 

７ 企画提案の流れ 

 必要書類は、川崎市ホームページからダウンロードしてください。 

 https://www.city.kawasaki.jp/templates/proposal/170/0000184487.html 

 

 (1) 参加意向申出書の提出 

  ア 受付期間 

   令和８年２月１０日（火）から２月２４日（火）まで 

受付時間は、８時３０分から１２時００分、１３時００分から１７時１５分（土日祝日除く） 

 

  イ 提出書類 

【単独の法人が参加する場合】 

(ｱ) 「参加意向申出書（様式１）」 

(ｲ) 上記６(1)エを証する書類（契約書の写し等） 

 

【共同事業体が参加する場合】 

(ｱ) 「参加意向申出書（様式１）」 

(ｲ) 上記６(2)エを証する書類（契約書の写し等） 

(ｳ) 「共同事業体協定書兼委任状（様式２）」 

(ｴ) 「共同事業体構成員連絡先一覧（様式３）」 

※ (ｱ)(ｲ)についてはすべての構成団体分を代表団体が取りまとめて提出してください。ま

た、(ｳ)(ｴ)については代表団体が作成し提出してください。なお、以降の本企画提案に係る

各書類の提出及び市との連絡調整については、代表団体が行ってください。 

 

  ウ 提出方法 

https://www.city.kawasaki.jp/templates/proposal/170/0000184487.html
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   １１に示す事務局まで、持参又は郵送にてご提出ください。 

 

  エ 参加資格確認結果の通知 

   参加意向申出書等に基づき参加資格を確認後、参加資格確認結果通知書を、令和８年２月２

７日（金）までに、申出書に記載のメールアドレス宛に送信します。 

 

 (2) 質問の受付 

  ア 受付期間 

   令和８年２月１０日（火）８時３０分から２月２４日（火）１７時１５分まで 

 

  イ 提出書類 

(ｱ)「質問書（様式４）」 

 

  ウ 受付方法 

   ＰＤＦデータにより、以下のフォームよりご提出ください。フォームからの提出後は受付完

了メールが自動送信されるため、必ずご確認ください。 

   【質問書提出フォーム】https://logoform.jp/f/0iPGl 

 

  エ 回答方法 

   質問内容及びそれに対する回答について、令和８年２月２７日（金）までに、参加資格がある

すべての者に対して電子メールにて送信します。 

 

 (3) 企画提案書等の提出 

  参加資格の確認を受けた事業者は、期日までに次のデータをご提出ください（紙資料のご提出

は不要です）。 

 

  ア 受付期間 

   令和８年２月２７日（金）８時３０分から３月６日（金）１７時１５分まで 

 

  イ 提出書類 

(ｱ) 企画提案書（ＰＤＦ形式） 

  様式は任意ですが、Ａ４サイズで作成してください。縦横はどちらでも構いません。 

  「プロポーザル評価基準（様式５）」の内容を踏まえて、当該資料に記載の評価項目順

に、２０ページ以内で作成してください。 

  可能な限り事業者名が分からないような内容としてください。 

  専門用語には注釈を付けるなど、分かりやすい表現で記載してください。 

 

(ｲ) 見積書（ＰＤＦ形式） 

https://logoform.jp/f/0iPGl


5 
 

  様式は任意ですが、積算の内訳は可能な限り細分化してください。 

  表１に示す業務ごとに見積書を作成してください。 

  表１のＮｏ．１に示す業務については、以下に示すキャッシュレス決済想定売上額をも

とに、契約期間中にかかる決済手数料等を試算してください。併せて、決済手段別の決

済手数料率も示してください。 

 

キャッシュレス決済想定売上額（令和８年１０月１日～令和９年３月３１日） 

総額 ９５，７７２，０００円 

（内訳） クレジットカード決済 ４５，５９５，０００円 

電子マネー決済 ３２，５０９，０００円 

コード決済 １７，６６８，０００円 

 

  表１のＮｏ．２、Ｎｏ．３、Ｎｏ．４に示す業務については、令和８年度～令和１３年

度における年度ごとの見積額を示すとともに、総額も示してください。 

  「プロポーザル評価基準（様式５）」における自由提案を実現するために必要な費用も

含めてください。 

 

  ウ 受付方法 

   ＰＤＦデータにより、以下のフォームよりご提出ください。フォームからの提出後は受付完

了メールが自動送信されるため、必ずご確認ください。 

   【企画提案書等提出フォーム】https://logoform.jp/f/nT8Yn 

 

 (4) プレゼンテーション 

  ア 日時 

   令和８年３月１８日（水）午後 

※ 詳細は、後日参加資格のある者に連絡します。 

 

  イ 場所 

   川崎市川崎区宮本町１番地 川崎市役所本庁舎会議室 

※ 詳細は、後日参加資格のある者に連絡します。 

 

  ウ 実施方法等 

  プレゼンテーションにおける時間配分は、準備及び説明で２０分、質疑応答で１０分で

す。 

  プレゼンテーションは、契約後に本業務に携わる人が行ってください。 

  プレゼンテーションの出席者は５名以内とします。 

  プレゼンテーションにＰＣ等を使用する場合は持参してください。 

  スクリーン（ＨＤＭＩ接続）は事務局で用意します。 

https://logoform.jp/f/nT8Yn
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  プレゼンテーションでは、デモ機等を用いて、実際にキャッシュレス決済を行った際の

操作等の実演も行ってください。 

 

  エ 評価者 

評価者は、本市が設置するプロポーザル評価委員会の委員となります。 

 

  オ 企画提案の評価 

企画提案の評価は、「プロポーザル評価基準（様式５）」に基づき項目ごとに数値化して採点

し、合計点数の最高得点を得た者を本業務の契約候補業者とします。 

なお同点の場合は、次の順で契約候補業者を選定します（それでも決定しない場合はプロポー

ザル評価委員会の審議により決定）。 

ア 評価項目の「③決済端末賃貸借／ＰＯＳ機器賃貸借／ＰＯＳサービス利用」の合計点数が

最も高い業者 

イ 見積書に記載した金額が低い業者 

ただし、以下のいずれかに該当する場合は、契約候補業者として選定しない。 

ア 合計点数が満点の６０％に満たない場合 

イ 複数の評価委員から標準点を下回る評価項目がある場合 

ウ ７(3)イで提出の見積書において、表１に示す概算額を上回る業務がある場合 

 

８ 選考結果の通知 

 選考結果については、令和８年４月３日（金）までにプレゼンテーションに参加した者宛にメー

ルで通知します。また、選定結果は市ホームページに掲載します。なお、選定結果等についての問合

せには応じられませんので、ご了承ください。 

 

９ 契約手続き 

 選考結果の通知後、選定された事業者と企画提案の内容をもとに仕様書の精査を含め、契約締結

に向けた協議を行います。協議が整い次第、契約を締結します。 

 (1) 契約保証金 契約金額の１０％ 

（川崎市契約規則第３３条各号に該当する場合は免除） 

 (2) 前払金  否 

 (3) 契約書の作成 要 

 

１０ その他 

 (1) この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限ります。 

 (2) 提出する書類の作成及び提出に要する経費は応募者の負担とします。 

 (3) 提出された書類は返却しません。 

 (4) 参加意向申出書を提出した後に辞退する際には、「辞退届（様式６）」をＰＤＦデータにより、

以下のフォームよりご提出ください。フォームからの提出後は受付完了メールが自動送信され
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るため、必ずご確認ください。 

   【辞退届提出フォーム】https://logoform.jp/f/IWABN 

 (5) 本企画提案に関して提出する一切の書類について、筆記した文字等を容易に消すことができ

るボールペンは使用しないでください。提出された書類については、使用の有無を確認させて

いただき、使用が認められた場合は、当該書類についてこれを無効とします。 

 (6) 当該落札決定の効果は、川崎市議会定例会における、本調達に係る予算の議決（令和８年３

月頃）を要します。 

 (7) 電子メールで資料等を送付した場合については、確実に受信したことを確認するため、１１

に示す事務局まで電話にて御連絡ください。 

 

１１ 事務局 

   〒２１０－８５７７ 

   川崎市川崎区宮本町１番地 川崎市役所本庁舎１０階 

   総務企画局デジタル化施策推進室 業務プロセス改革担当 舟澤・池田 担当 

   電話：０４４－２００―０３１８ 

   メール：17digital@city.kawasaki.jp 

 

 

https://logoform.jp/f/IWABN
mailto:17digital@city.kawasaki.jp


8 
 

表１ 業務内容一覧 

 


